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衆
議
院
議
員
田
代
文
久
君
提
出
第
二
種
空
港
の
拡
張
工
事
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
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を
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す
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三 

 
衆
議
院
議
員
田
代
文
久
君
提
出
第
二
種
空
港
の
拡
張
工
事
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一

1 

政
府
が
函
館
市
に
対
し
、
質
問
主
意
書
記
載
の
協
議
を
求
め
た
事
実
は
な
い
。
な
お
、
政
府
に
お
い
て 

は
、
今
後
、
同
市
の
協
力
を
得
て
、
障
害
物
件
の
除
去
に
つ
い
て
関
係
者
と
協
議
を
進
め
る
予
定
で
あ
る
。 

2 

航
空
法
第
四
十
九
条
第
三
項
又
は
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
事
例
が
存
し
な
か
つ
た
た
め
、

こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
は
制
定
に
至
つ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。 

3 

右
政
令
の
制
定
に
つ
い
て
は
、
現
在
準
備
を
進
め
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
合
理
的

か
つ
適
切
な
も
の
と
す
る
よ
う
検
討
中
で
あ
る
。 

4
(一 ) 

右
政
令
は
、
第
三
種
空
港
に
つ
い
て
も
、
当
然
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。 

(二 ) 

航
空
法
第
四
十
九
条
第
五
項
（
第
五
十
条
第
三
項
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く

裁
定
は
、
運
輸
大
臣
が
航
空
法
の
適
正
な
運
用
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
行
政
官
庁
と
し
て
の
立
場
で
行 



二

1 

大
阪
国
際
空
港
周
辺
の
地
方
公
共
団
体
及
び
住
民
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
た
航
空
機
騒
音
調
査
の
結
果
に 

は
、
政
府
と
し
て
も
関
心
を
持
つ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
科
学
的
、
医
学
的
観
点
か
ら
検
討
を

要
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

5 

昭
和
四
十
三
年
四
月
二
十
三
日
付
運
輸
省
告
示
第
百
二
十
一
号
は
、
制
限
表
面
の
設
定
に
つ
い
て
所
要
の

調
査
を
実
施
し
た
後
、
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
制
限
表
面
の
投
影
面
は
、
直
線
又
は
円
に
よ
り

表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
正
確
に
表
示
す
る
方
法
と
し
て
は
、
現
在
用
い
て
い
る
よ
う
な
図
示
に

よ
る
方
法
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。 

な
お
、
函
館
市
の
都
市
計
画
は
、
右
告
示
後
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
空
港
整
備
計
画
と
十
分
調
整
が

と
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。 

な
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
運
輸
大
臣
が
設
置
す
る
飛
行
場
に
つ
い
て
も
、
同
規
定
は
当
然
適
用
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。 

四 

 



3
(一 ) 

航
空
機
騒
音
を
そ
の
音
源
に
お
い
て
軽
減
す
る
た
め
の
研
究
は
、
世
界
的
に
も
真
剣
に
取
り
組
ま
れ
て

い
る
が
、
現
在
の
技
術
水
準
で
は
な
お
幾
多
の
障
害
が
あ
り
、
音
源
に
お
け
る
騒
音
の
大
幅
な
軽
減
は
き

わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

2 
政
府
は
、
昭
和
四
十
年
度
か
ら
航
空
機
騒
音
の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
調
査
結
果
を
検
討
の
う
え
、

昭
和
四
十
二
年
に
「
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
「
航
空
機
騒
音
防
止
法
」
と
い
う
。
）
を
制
定
し
た
。 

そ
の
後
、
昭
和
四
十
四
年
度
か
ら
大
阪
国
際
空
港
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
の
影
響
を
継
続
し
て
調
査

す
る
と
と
も
に
、
Ｂ
滑
走
路
完
成
後
の
航
空
機
騒
音
の
実
態
の
変
化
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
か
ら

昭
和
四
十
六
年
三
月
ま
で
の
間
、
調
査
を
行
な
つ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
結
果
が
ま
と
ま
り
次
第
、
騒
音

対
策
と
の
関
連
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
何
ら
か
の
形
で
こ
れ
を
公
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

従
つ
て
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
航
空
機
の
航
行
の
安
全
性
と
航
空
輸
送
の
公
共
性
と
を
勘
案
し
た
う 

五 

 



三

1 

消
防
自
動
車
の
横
転
事
故
原
因
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
一
部
が
入
院
中
で
あ
り
取
調
べ
不
適
当 

(三 ) 

「
航
空
機
騒
音
防
止
法
」
は
、
特
定
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
騒
音
障
害
の
防
止
軽
減
の
た
め
の
助
成
措
置

及
び
補
償
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
航
行
方
法
の
規
制
並
び
に
飛
行
場
の
設
置
者
及
び
使
用
者
の
責
務

を
明
定
し
て
可
能
な
限
り
騒
音
を
抑
止
す
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
。 

(二 ) 

政
府
は
「
航
空
機
騒
音
防
止
法
」
に
基
づ
き
、
特
定
飛
行
場
周
辺
の
特
に
静
穏
を
必
要
と
す
る
公
共
性
の

高
い
教
育
施
設
、
医
療
施
設
等
に
つ
い
て
は
そ
の
防
音
工
事
に
対
し
助
成
を
行
な
う
と
と
も
に
、
周
辺
の

一
般
住
民
に
つ
い
て
は
共
同
利
用
施
設
の
整
備
に
対
す
る
助
成
、
移
転
の
補
償
等
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ

り
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
軽
減
を
図
つ
て
い
る
。 

え
で
、
特
定
飛
行
場
の
設
置
者
及
び
使
用
者
の
騒
音
障
害
防
止
の
責
務
を
法
定
す
る
と
と
も
に
、
時
間
帯

別
の
騒
音
強
度
の
制
限
、
飛
行
方
法
、
経
路
の
指
定
等
の
行
政
指
導
を
行
な
う
等
可
能
な
限
り
の
措
置
を

講
じ
て
い
る
。 

六 

 



2 

消
防
自
動
車
の
検
査
の
と
き
は
、
消
防
活
動
に
必
要
な
器
材
を
と
う
載
し
た
状
態
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
と

な
つ
て
お
り
、
こ
の
状
態
で
重
量
を
測
定
し
、
こ
れ
を
車
両
重
量
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
車
両
重
量

に
乗
員
一
名
に
つ
き
五
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
乗
じ
て
得
た
重
量
を
加
え
た
も
の
を
車
両
総
重
量
と
し
て
い 

る
。 

等
に
よ
り
引
続
き
調
査
中
で
あ
る
が
、
現
段
階
で
は
、
走
行
ス
ピ
ー
ド
（
制
限
速
度
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎

時
の
と
こ
ろ
、
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
ぐ
ら
い
で
走
行
）
と
の
対
比
に
お
い
て
の
運
転
者
の
ハ
ン
ド
ル
及

び
ブ
レ
ー
キ
操
作
の
不
適
当
に
よ
る
事
故
と
推
定
さ
れ
る
。 

な
お
、
事
故
車
に
つ
い
て
は
、
事
故
後
地
元
陸
運
事
務
所
係
官
に
よ
る
調
査
を
行
な
つ
た
が
、
車
両
構
造

上
異
常
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。 

ま
た
、
事
故
発
生
当
時
の
車
両
に
つ
い
て
は
、
車
両
の
重
量
は
、
お
お
む
ね
二
、
七
八
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
、

乗
車
人
員
を
含
め
た
車
両
の
全
重
量
は
、
お
お
む
ね
三
、
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
推
定
さ
れ
る
。 

七 

 



 

八 

な
お
、
乗
員
の
重
量
の
五
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
成
人
男
女
の
体
重
を
考
慮
し
て
法
定
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
す
べ
て
の
車
種
に
共
通
し
た
も
の
で
あ
り
、
消
防
士
の
標
準
装
備
の
重
量
を
約
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
乗
車

人
員
八
名
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
る
重
量
の
増
加
は
約
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
自
動
車
の
安
定
性
に
影

響
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

3 

ご
指
摘
の
消
防
自
動
車
に
つ
い
て
、
現
在
の
出
動
状
態
に
お
い
て
事
故
車
を
除
き
重
量
測
定
を
実
施
し
た

と
こ
ろ
、
最
大
二
七
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
増
加
し
て
い
る
も
の
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
新
規
検
査
時
に
お
い
て

一
部
装
備
品
が
未
と
う
載
で
あ
つ
た
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
自
動
車
の
安
定
性
を
示
す

前
輪
荷
重
割
合
及
び
最
大
安
定
傾
斜
角
度
は
、
い
ず
れ
も
保
安
基
準
の
規
定
を
満
足
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




